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●問合せに電話番号の記載がない場合は、和光市役所 ☎464-1111（代表）までお問い合わせください。

●和光市役所 ☎464-1111（代表） 市庁舎開庁時間／月～金曜日 8:30～17:15
　第3土曜日8:30～12:00（転出入に関する事務：戸籍住民課・課税課（国保税）・収納課・健康支援課・こども福祉課）トピックスわこう●TOPICS WAKO●

す
て
る
な
！
す
る
な
！

動
物
虐
待
！

　

9
月
21
日（
火
）〜
30
日（
木
）は
、

愛
護
動
物
の
遺
棄
等
虐
待
防
止
旬
間

で
す
。

・�

適
正
飼
養　

動
物
の
習
性
、
年

齢
、
大
き
さ
等
に
適
し
た
飼
育
環

境
や
方
法
で
飼
い
ま
し
ょ
う

・�

終
生
飼
養　

最
後
ま
で
愛
情
と
責

任
を
持
っ
て
飼
い
ま
し
ょ
う

・ 

繁
殖
制
限　

生
ま
れ
た
子
犬
や

子
猫
を
飼
え
な
い
場
合
は
、
不

妊
・
去
勢
手
術
を
し
て
く
だ
さ
い

犬
に
関
す
る
相
談

埼
玉
県
朝
霞
保
健
所

☎
0
4
8
‐
4
6
1
‐
0
4
6
8

猫
に
関
す
る
相
談

埼
玉
県
動
物
指
導
セ
ン
タ
ー
南
支
所

☎
0
4
8
‐
8
5
5
‐
0
4
8
4

新
倉
午
王
山
の
会
の
県
民
提
案

事
業
が
採
用
さ
れ
ま
し
た

　

新
倉
午
王
山
の
会
が
、県
か
ら「
み

ど
り
の
埼
玉
づ
く
り
県
民
提
案
事

業
」
に
採
用
さ
れ
、
活
動
支
援
金
を

受
け
、
和
光
市
指
定
第
10
号
保
全
地

区
の
保
全
活
動
を
行
う
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
こ
の
事
業
は
、
彩
の
国
み

ど
り
の
基
金
を
活
用
し
、
県
民
の
み

ど
り
再
生
に
関
す
る
自
発
的
な
活
動

を
支
援
し
て
い
く
制
度
で
す
。

　

新
倉
午
王
山
の
会
は
、
市
と
の
協

働
に
よ
り
午
王
山
特
別
緑
地
保
全
地

区
の
保
全
活
動
も
行
い
、
斜
面
林
の

里
山
再
生
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

新
倉
午
王
山
の
会
で
は
現
在
、
里

山
保
全
活
動
を
一
緒
に
し
て
く
れ
る

会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
活
動
体

験
会
を
行
い
ま
す
の
で
、
是
非
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

日
時
／
9
月
15
日
（
水
）
9
時
30
分

〜
11
時
30
分

対
象
／
高
校
生
以
上

内
容
／
下
草
刈
や
間
伐
な
ど
。
作

業
終
了
後

に
観
察
会

を
行
い
ま

す
。

申
込
／
往

復
ハ
ガ
キ

に
代
表
者

の
氏
名
・

住
所
・
電
話
番
号
、
参
加
人
数
、
返

信
面
宛
名
を
記
入
し
て
郵
送

環
境
課（
〒
3
5
1
‐
0
1
9
2

広
沢
1
‐
5
）

☎
4
2
4
‐
9
1
1
8

記
念
樹
を
プ
レ
ゼ
ン
ト

　

緑
化
推
進
の
一
環
と
し
て
、
お
祝

い
事
の
あ
っ
た
人
に
記
念
樹
の
プ
レ

ゼ
ン
ト
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

対
象
／
平
成
21
年
10
月
1
日
〜
平
成

22
年
9
月
30
日
の
間
に
結
婚
、出
産
、

新
築
さ
れ
た
人
（
重
複
は
不
可
、
1

世
帯
に
つ
き
1
本
）

配
布
苗
木
種
、
応
募
・
受
け
取
り
方

法
や
時
期
な
ど
は
、
決
ま
り
次
第
、

広
報
紙
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で

ご
案
内
し
ま
す
。

環
境
課
水
と
緑
担
当

☎
4
2
4
‐
9
1
1
8

c0500@
city.w

ako.lg.jp

古
式
銃
砲
及
び
刀
剣
類
の

登
録
審
査

　

未
登
録
の
古
式
銃
砲
及
び
刀
剣
類

所
有
者
は
、
最
寄
り
の
警
察
署
に
届

出
を
済
ま
せ
た
後
、
登
録
審
査
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

日
時
／
9
月
15
日
（
水
）、
11
月
10

日（
水
）、平
成
23
年
1
月
12
日（
水
）、

3
月
9
日
（
水
）
10
時
〜
15
時

場
所
／
埼
玉
県
庁
第
3
庁
舎　

講
堂
（
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂

3
‐
15
‐
1
）

審
査
対
象
地
域
／
県
内
全
域

持
物
／
①
登
録
を
希
望
す
る
古
式
銃

砲
又
は
刀
剣
類

②
刀
剣
類（
古
式
銃
）発
見
届
出
済
証

及
び
銃
砲
刀
剣
類
登
録
審
査
通
知
書

③
登
録
等
に
必
要
な
審
査
手
数
料

（
1
件
に
つ
き
6
、3
0
0
円
の
埼
玉

県
収
入
証
紙
）

埼
玉
県
生
涯
学
習
文
化
財
課

文
化
財
活
用
・
博
物
館
担
当

☎
0
4
8
‐
8
3
0
‐
6
9
8
6

浄
化
槽
法
定
検
査
受
検
促
進

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　

浄
化
槽
の
管
理
者
に
は
「
保
守
点

検
」「
清
掃
」「
法
定
検
査
」
の
3
つ

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

法
定
検
査
に
は
、
浄
化
槽
を
使
い

始
め
て
3
か
月
を
経
過
し
た
日
か
ら

5
か
月
間
に
受
検
す
る
「
設
置
後
の

水
質
に
関
す
る
検
査
」（
7
条
検
査
）

と
、
そ
の
後
毎
年
1
回
定
期
的
に
受

検
す
る
「
定
期
検
査
」（
11
条
検
査
）

の
2
種
類
が
あ
り
ま
す
。

　

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
中
、
ご
近
所

の
分
と
合
わ
せ
て
浄
化
槽
3
〜
5

基
（
内
1
基
以
上
は
未
受
検
者
）
を

ま
と
め
て
、
同
時
に
「
定
期
検
査

（
11
条
検
査
）」
を
申
し
込
む
と
、
指

定
検
査
機
関
か
ら
、
取
り
ま
と
め

た
浄
化
槽
基
数
分
の
ク
オ
カ
ー
ド

（
5
0
0
円
）
が
薄
謝
と
し
て
提
供

さ
れ
ま
す
。

期
間
／
12
月
31
日
（
金
）
ま
で

費
用
／
定
期
検
査
（
11
条
） 

10
人
槽

以
下　

5
、0
0
0
円

（
社
）埼
玉
県
環
境
検
査
研
究
協
会

浄
化
槽
検
査
課

☎
0
4
8
‐
6
4
9
‐
5
1
5
1

計
量
器
（
は
か
り
）

定
期
検
査

　

計
量
法
に
よ
り
、
取
引
又
は
証
明

に
使
用
す
る
は
か
り
等
は
、
2
年
に

1
回
定
期
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
検
査
を
受
け
て
い
な
い

計
量
器
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
対
象

と
な
る
事
業
所
へ
は
、
埼
玉
県
計
量

検
定
所
か
ら
後
日
受
検
通
知
を
送
付

し
ま
す
。

日
時
／
10
月
5
日（
火
）10
時
〜
15
時

場
所
／
市
役
所
駐
車
場

産
業
支
援
課
産
業
育
成
支
援
担
当

☎
4
2
4
‐
9
1
1
4

市
民
活
動
支
援
事
業
補
助
金

の
申
請
受
付
中

　

市
内
に
お
け
る
市
民
活
動
団
体
の

自
立
を
支
援
す
る
た
め
、
創
意
と
工

夫
に
あ
ふ
れ
た
自
主
的
、
主
体
的
事

業
に
対
し
て
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

　

ま
ず
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
申
請

期
限
は
、9
月
30
日（
木
）ま
で
で
す
。

市
民
活
動
推
進
課

☎
4
2
4
‐
9
1
2
0

下
水
道
処
理
場
見
学
・
標
語

募
集

　

毎
年
9
月
10
日
は
、
下
水
道
の
日

で
す
。

▼
水
循
環
セ
ン
タ
ー
見
学
会

日
時
／
9
月
8
日（
水
）〜
10
日（
金
）

午
前
の
部 

10
時　

午
後
の
部 

13
時

場
所
／
新
河
岸
川
水
循
環
セ
ン
タ
ー

（
新
倉
6
-
1
-
1
）

申
込
／
埼
玉
県
下
水
道
公
社
荒
川
右

岸
支
社　

☎
4
6
6
‐
2
4
0
0

4
6
6
‐
2
4
0
1

▼ 

第
50
回
「
下
水
道
の
日
」
作
品
コ

ン
ク
ー
ル
標
語
募
集

募
集
作
品
／
日
常
生
活
に
お
け
る
下

水
道
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
、
自

由
に
発
想
・
表
現
し
た
標
語

【
例
】「
下
水
道　

め
だ
か
の
住
む
川

　

守
る
道
」

対
象
／
県
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
者

申
込
／
9
月
17
日
（
金
）
必
着
。
詳

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
財
）埼
玉
県
下
水
道
公
社
経
営
企

画
課

m
aster@

saitam
a-sw

g.or.jp

☎
0
4
8
‐
8
3
8
‐
8
5
8
5

廃品回収業者とのトラブルに
ご注意

消費生活相談（電話相談可）
毎週月～金曜日  10:00～12:00、13:00～16:00

問市民相談室 ☎424-9116 

消費者の

窓
【相談例】
　「不用になった電気製品を無料で
回収します。」とアナウンスしなが
ら巡回していた業者にパソコンと
プリンターの回収を頼んだら2万円
を請求された。業者の態度に怖く
なって払ったが、無料と言ってい
たのに高額で納得いかない。

　無料回収と放送して巡回する廃
品回収のなかには見積もりを出さ
ず、トラックに積み込んでから高
額請求する悪質業者があります。
請求を断ったら居座られ、仕方な
く支払ったという相談があります。
このような業者は住所や連絡先が
わからないことが多く、一度支払
うと被害回復が難しくなります。
消費者のリサイクルに対する知識
の不足のため廃品回収業者とのト
ラブルになっています。

トラブルを避けるために
　事前に、複数の業者から見積も
りを取ったり、廃棄物処理法の
許可業者か確認しましょう。家庭
から出た廃棄物は市の許可を受
けた事業者しか行えません。許可
業者の確認は清掃センター（電話
464-5300）にお問い合わせくだ
さい。

【消費者へのアドバイス】
　粗大ゴミや不用品の処分のルー
ルは、清掃センターに問い合わせ
ましょう。
　家電製品やパソコンなどの処分
は購入した販売店または、買い替
えする販売店に依頼するとよいで
しょう。廃品回収業者とトラブル
になったら、なるべく早く市消費
生活相談に相談してください。

消費者啓発参考情報「くらしの
110番」トラブル情報から

　家族は仲良くしたいものです。互
いの会話もはずみ、気持ちが通い合
い、一緒の行動が楽しく、協力し合
えるのが最高です。
　でも、何か問題が生じて気まずく
なると、自分の中に閉じこもって、
互いに口も利かなくなってしまうこ
とが、よくあります。
　家族では、良いコミュニケーショ
ンが大事だと思います。コミュニ
ケーションといっても、単なる何か
の伝達ではなく、それ以上の意味を
持っているようです。
　相手の話をよく聞いていると、自
分のことについても気が付くことが
たくさんあります。

　自分が相手を利用しがちなこと、
性別や年齢といった関係に拘束され
がちなこと、最悪の場合は相手を強
制してしまいがちなことなどです。
　例えば、夫婦の間でも、自分には
当然のように自由を認める夫が、妻
の自由は否定していることに気がつ
かない場合があります。
　このようなことを自覚したら、改
めたいものです。
　日頃から、できるだけ、相手の話
を聞くこと、相手の立場に立ってみ
ることが大事だと思います。これは、
面倒なことで、回り道のようですが、
実は、唯一の正しい道なのかもしれ
ません。

家族のコミュニ
ケーション

このコラムは市民であるプラン推進委員が、男女共同参画わこうプランの基本理念に基
づき、男女共同参画を推進するための啓発活動の一環として執筆しています。

No.165男女共同参画
わこうプラン推進委員だより

わこうプラン推進委員
堀口　守雄

『男女共同参画苦情等処理窓口をご利用ください！』
「市の男女共同参画推進施策や男女共同参画の推進に影響を及ぼす施策への苦情」や
「セクハラや男女共同参画を阻害する人権侵害の相談」をお受けします。
問合せ先：人権文化課 048-424-9088
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